


氏名のローマ字表記
◎日本国旅券のローマ字表記は、原則、ヘボン式です。
　・過去に旅券申請をしたことがある方は、正当な理由がない限りローマ字表記を変更できません。
　・初めて申請する方が、ヘボン式以外の表記を希望する場合は、慎重に判断してください。
◎ヘボン式以外の表記や別名併記を初めて希望する場合は、原則、代理提出はできません。
◎ヘボン式以外の表記（「オウ」又は「オオ」音等の長音表記、外国式の表記等）を希望する方は、つづりの使用実績を確認で
　きる書類等が必要となる場合がありますので、事前に窓口までお問い合わせください。
◎別名併記（国際結婚による配偶者の姓、ミドルネーム、旧姓等）を希望する方は、戸籍謄本やつづりの使用実績を確認できる
　書類が必要ですので、事前に窓口までお問い合わせください。
◎姓のローマ字表記は戸籍筆頭者の方に合わせていただき、家族で統一してください。事前に戸籍筆頭者の旅券の姓の表記を確
　認し、戸籍筆頭者の旅券の表記がヘボン式以外の表記の場合は、その旅券をお持ちください。

ヘボン式ローマ字 撥音 ： B ・ M ・ P　の前の 「ん」 は 「M」 と表記します。 例 )　なんば H OMM AほんまN AMB A

促音 ： 「っ」　は子音を重ねます。

例外として　「C」　の前では 「T」 を置きます。

例 )　はっとり

例 )　ほっち
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はっちょう

I S S E I
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H O T C H I

長音 ： のばす発音の 「O」、 「U」、 「H」 は記入しません。 例 )　かとう K A T O O N Oおおの
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（ ６ ）

　　　　　は誤りやすい

のでご注意ください。

❼❶

■ 未成年者（申請日現在 18 歳未満）の申請 
◎5 年旅券のみ申請ができます（申請日が 18 歳の誕生日の前日から 10 年旅券の申請もできます）。
◎申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者又は後見人の署名が必要です。

◎申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」に必要事項を記入して、代理提出をお申し出ください。
◎申請者本人が申請する際に必要な書類の他に、代理人自身の本人確認書類（３ページ「本人確認のための書類」参照）も

　必ず原本をお持ちください。
　※申請者が未成年や成年被後見人の場合は、申請書裏面の「法定代理人署名」が必要です。
◎次の場合は代理提出ができません。

　 ・居所申請（７ページ「居所申請」参照）
　 ・有効旅券を紛失、盗難、焼失（７ページ「有効旅券の紛失又は焼失」参照）　
　 ・有効旅券を損傷（事前にお問い合わせください）
　 ・申請書（表面）の刑罰等関係欄に該当する項目がある場合（必ず事前に県の窓口へお問い合わせください）
　 ・その他特殊な事情がある場合（事前に県の窓口へお問い合わせください）　　　

■ 申 請 書 類 の 代 理 提 出 　

申 請 の 注 意 事 項



◎有効旅券の記載事項（本籍地の都道府県名、姓名、性別等）が変更になった方又は査証欄の余白が少なくなった方は、有効旅券
　の有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」又は「新規の旅券（10 年又は 5 年）」のどちらかを選択することができます。

■ 前回、申請をして受け取らなかった方
◎前回の申請時期にかかわらず、申請した旅券を
　受け取っていない旨を申請窓口にて必ずお申し
　出ください。
◎令和５年３月 27 日以降に申請した旅券を受け
　取らず失効し、失効した日から 5 年以内に申請
　する場合は旅券法第 20 条第 2 項等により通常
　より 6,000 円高い手数料となります。（右表参照）

（ ７ ）

残存有効期間同一旅券 新規の旅券（10 年又は 5 年への切替）

申請書種類

有効期間

手数料 ※

その他

一般旅券発給申請書（残存期間同一用） 一般旅券発給申請書（10 年用又は 5 年用）

新しい旅券の発行日から
現在の旅券の有効期間満了日まで

新しい旅券の発行日から 10 年間又は 5 年間
 （現在の旅券の残存有効期間は切り捨てとなります）

6 , 3 0 0 円

〇所持人自署（サイン）・顔写真・ＩＣチップや機械読取部分の内容、旅券番号は新しくなります。
〇必要書類は 1 ページを参照してください。なお、記載事項に変更がある方で最新の戸籍謄本（全部事項証明書）で
　記載事項の変更内容が確認できない場合は、現在お持ちの有効旅券の記載事項が確認できる戸籍等も必要です。

（この申請書は旅券窓口のみにあります） （この申請書は旅券窓口及び各市区町村役場にあります）

10 年用　16,300 円、 　5 年用　11,300 円（12 歳未満 6,300 円）

■  有効旅券の紛失又は焼失　 ※審査にお時間がかかる場合があります。
◎有効中の旅券を紛失・盗難・焼失した場合は、名義人本人がすみやかに届け出てください。代理提出はできません。
　乳幼児で本人が署名できない場合は、法定代理人の方もお越しください。　
　※紛失の届出後、新規の旅券を申請することができます（紛失の届出と新規旅券の同時申請も可能）。

◎海外で旅券を紛失し、「帰国のための渡航書」で帰国した方は、紛失の届出は不要です（必要書類は 1 ページ ⑧ 参照）。

■  居所申請（愛知県内に住民登録がない方の旅券申請）
◎愛知県内に居所があり、居所事実を立証できる方や、一時帰国中又は船員の方は、愛知県内の旅券窓口で申請できる場合があ
　ります。申請には居所が確認できる書類の提示又は提出が必要になるため、事前に県内窓口までお問い合わせください。
◎代理提出はできません。
◎必ず住民票 ( 申請日前６か月以内に発行されたもの ) が必要です。ただし、一時帰国の方は不要です。

紛失一般旅券等届出書　１通　

写真　　　　　　　　　1 枚　

本人確認書類

紛失等を立証する書類

（右記の書類のいずれか 1 点）
　　　

その他　

申請窓口にあります。未成年の方は届出書に法定代理人の署名が必要です。

新規申請と同規格（２ページ参照） ※同時に新規申請をする場合は、２枚必要になります。

原本で有効期間中のもの（３ページ参照）

a. 盗難又は家の外で紛失した場合　　　警察への盗難（遺失）届出を立証する書類
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入手が困難な場合は届出受理番号）

b. 火災・災害で紛失、焼失した場合　　り災証明書（消防署又は市区町村発行のもの）

c. 海外で紛失した場合　　　　　　　　帰国証明書（入国管理局発行のもの）

※ 家の中で紛失した場合は、紛失届を提出する窓口にて「紛失一般旅券等届出書」に詳細を記入

・紛失旅券の記載事項から変更がある場合　　戸籍謄本（全部事項証明書）
・乳幼児で本人が署名できない場合 　戸籍謄本（全部事項証明書） 及び法定代理人の本人確認書類

紛 失 の 届 出 に 必 要 な 書 類

※電子申請の場合は上記より 400 円少ない手数料となります。

今 回 の 申 請 区 分 収入印紙 愛知県収入証紙

10 年旅券   申請日に 18 歳以上  

5 年旅券
申請日に 12 歳以上  

申請日に 12 歳未満  

残存有効期間同一旅券

内 訳
手数料合計

22,300 円
  

17,300 円
 

12,300 円
 

12,300 円
 

18,000 円
  
13,000 円
 
  8,000 円
   
  8,000 円
  

4,300 円
 
4,300 円
 
4,300 円

4,300 円

■ 有効旅券の記載事項に変更がある方 又は 査証欄の余白が少なくなった方の申請


